
 

公的研究費管理・運営体制図 

 
 

 

 
最高管理責任者：学長

全体を統括し、公的研究費に関する運営・管理について最終責任を負う。

統括管理責任者：副学長（経営担当）

公的研究費の運営・管理について統括する。

部局責任者：教育研究推進課課長・管理運営課課長

公的研究費の管理運営について、適正な事務手続きの整備
に努める。

研究活動支援・公的研究費の出納管理に努める。

担当部局：教育研究推進課・管理運営課・キャリア支援課・法人本部
公的研究費の事務処理手続きを行う。。

教育研究推進課

公的研究費受け入れ
および使用の手続き

事務処理手続きに関する相談

管理運営課

公的研究費出納

法人本部・キャリア支援課 他

検収

コンプライアンス推進責任者：副学長（教育担当）
研究倫理教育責任者：副学長（教育担当）

ガイドラインで示される研究倫理教育、コンプライアンス
教育を着実に実施する

コンプライアンス推進副責任者：

学科長及び専攻長

モニタリングを行い、必要に応じて改善

を指導する。

不正行為防止のための組織体制 管理・責任体制 

 

研究費適正運営管理委員会

（学長・副学長・学科長・専攻長

・教育研究推進課課長・管理運営課課長
法人本部）

相談および告発等窓口

（法人本部長・弁護士光飛田透子）

内部監査

（法人本部１名・管理運営課１名・学科１名）
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